
Caremark判例でDirectorに求められる義務のCaremark判例でDirectorに求められる義務の
Officerへの適用Officerへの適用

Publications
2023年2月

画期的なケースであるIn re Caremark International Inc. Derivative Litigation （1996）において、デ
ラウェア州衡平法裁判所は、director（取締役）による不十分な監督に関する責任の基準を明確化し
た。具体的には、不十分な監督に基づく信認義務違反の請求をするための高い弁論基準を明示し、
（一般論として）「合理的な情報および報告システムの存在を確保する試みを全くしなかったな
ど、監督を行うための取締役会の組織的失敗」を主張することが要求されることになった。

2023年1月25日、デラウェア州衡平裁判所は、デラウェア州においてこれまで取締役に焦点が当て
られてきたCaremark判決における義務を、デラウェア州の会社のofficerにも拡大した。In Re
McDonald's Corp. S'Holder Litig.において、裁判所は、会社のofficerによるCaremark判決における義
務違反を主張する原告の請求を棄却せず、会社のofficerはdirectorと同等の監督義務を負うと判断し
た。この判決により、Caremark判決におけるdirectorの義務がデラウェア州の会社のofficerに適用
されるかどうかについて、不確実性が生じている。

しかし、裁判所は、officerに対する監督義務は、directorに適用される監督義務よりも限定的である
可能性を示唆している。directorの監督の役割は全体的なものであるのに対し、officerは特定の分野
のみに責任を負うこともあるため、その監督責任はその分野に限定される可能性がある、と指摘し
たのである。ただし、officerの監督義務の範囲は状況次第である。裁判所は、「CEOのように全社
的な権限を持つofficerもいれば、特定の分野に責任を持つofficerもおり、officerの（Caremark判決
による）義務はその分野にのみ適用される。」と述べている。

In Re McDonald's の判決は、デラウェア州の会社のofficerに新たなリスクプロファイルをもたらす
ものといえる。会社のofficerが、より頻繁に不十分な監督を主張する代表訴訟の被告となることが
予想される。そのため、officerは、他のofficerや従業員によって行われた不正行為の可能性などレ
ッドフラッグの懸念を特定するために（とりわけ）精力的になるべきである。また、Officerは
（directorから構成される取締役会と協力して）会社が重要なレッドフラッグや懸念事項を報告する
ためのシステムを導入していることを確認する必要がある。この分野のさらなる進展については、
引き続きモニタリングし報告する予定である。
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